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苦情対応の流れ
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　対する
　措置の報告

オンブズパーソン

＊市の機関
＊ 市と協定を結んだ
公共的団体、民間
福祉事業者など

▼ 総合オンブズパーソン制度の苦情申し立て内容と結果（要約）
苦情申し立て内容
【　】内は担当

結果（オンブズパーソンによ
る調査、意見、勧告など）

昭和公園内テニスコートから
の騒音について（１）
ソフトテニスの打球音や歓声
がうるさく、ボールが自宅ま
で飛んでくる。以前から苦情
を訴えてきたが改善されない
（令和４年度からの継続案件）
【生涯学習部】

市はフェンスにネットを取り
付けるなどの対応をしたが、
騒音についてはほとんど改善
がなされておらず、放置する
ことは、行政のあり方として
望ましくない。騒音防止に対
する認識を新たにし、騒音被
害者保護の観点から調和点を
見つけるべく、誠意をもって
対処するよう意見を述べた

昭和公園内テニスコートから
の騒音について（２）
前回の苦情申し立て後、市か
ら前向きな話がなく、騒音な
どが改善されないため、ソフ
トテニスの利用を中止してほ
しい
【生涯学習部】

既に申し立てへの対応が終
了している事項であるため、
調査を行わない

令和５年度から、申告により
固定資産税が非課税となった
が、土地の利用形態などは申
告前と同じであるため過去分
から遡って還付すべき
【市民部】

本人の申告により非課税にな
る制度であり、過去に申告し
た事実は確認できなかった。
過去分については、苦情の原
因となった日から１年を経過
するため、本制度では調査を
行わない事項に該当し、調査
を中止した

昭島市社会福祉協議会の職員
が電話の途中で怒るなど丁寧
さに欠けている。障害を持つ
自分にはストレスになるので
やめてほしい
【公共的団体】

怒った事実は確認できなかっ
たが、わだかまりを解くべく
職員が申立人との面談の場を
持ったことから調査を継続す
る必要がなくなったため、調
査を中止した

滞納による差し押さえなどに
ついて
【市民部】

令和６年度へ調査継続
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市
政
な
ど
に
関
す
る
苦
情
を
、
公

正
で
中
立
的
な
立
場
の
オ
ン
ブ
ズ

パ
ー
ソ
ン（
語
源
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

語
で
、
市
民
に
代
わ
っ
て
権
利
を
守

る
人
）が
調
査
し
解
決
す
る
制
度
で

す
。

　

必
要
に
応
じ
て
市
な
ど
に
対
し
、

意
見
、
勧
告
、
制
度
の
改
善
な
ど
を

提
言
し
ま
す
。

　
５
年
度
に
受
け
付
け
た
相
談
は
19

件
で
す
。
こ
の
う
ち
相
談
の
み
で
終

了
し
た
も
の
は
15
件
、
苦
情
申
し
立

て
に
至
っ
た
も
の
は
４
件
で
し
た
。

苦
情
申
し
立
て
の
内
容
と
結
果
は
左

下
の
表
の
と
お
り
で
す
。

　
総
合
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
運
用
状

況
報
告
書
は
、
市
役
所
２
階
行
政
資

料
コ
ー
ナ
ー
、
あ
い
ぽ
っ
く
、
各
市

立
会
館
、
市
民
図
書
館
な
ど
で
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。

　
市
が
行
っ
て
い
る
業
務
や
職
員
の

行
為
に
対
し
て
、違
法
、不
適
当
な
ど

と
感
じ
た
場
合
、
自
身
の
利
害
に
関

す
る
こ
と
な
ら
、
ど
な
た
で
も
苦
情

を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
こ

と
、
裁
判
で
係
争
中
の
こ
と
ま
た
は

確
定
し
た
こ
と
、
議
会
に
関
す
る
こ

と
な
ど
を
除
き
ま
す
。

　
市
の
機
関
だ
け
で
な
く
、
市
と
協

定
を
結
ん
だ
公
共
的
団
体
、
民
間
福

祉
事
業
者
、
私
立
保
育
園
な
ど
も
対

象
に
な
り
ま
す
。
協
定
を
結
ん
で
い

る
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
オ
ン
ブ
ズ

パ
ー
ソ
ン
・
人
権
担
当
へ
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

　

苦
情
申
立
書（
市
の
施
設
に
あ
る

ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
可
）を
、
市
役
所
オ
ン

ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
・
人
権
担
当
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
郵
送（
専
用
封
筒

あ
り
）や
フ
ァ
ッ
ク
ス

544
５
１
２
１
で
も
提
出

で
き
ま
す
。

　
調
査
の
結
果
は
、
苦
情
を
申
し
立

て
た
方
に
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

　
ま
た
、
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
が
市

に
対
し
て
、
意
見
、
勧
告
、
提
言
を

し
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
と
、
市
が

行
っ
た
是
正
な
ど
の
措
置
も
報
告
し

ま
す
。

　
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
に
よ
る
相
談

（
月
４
回
／
予
約
制
）を
実
施
し
て
い

ま
す
。
相
談
日
は「
広
報
あ
き
し
ま
」

の
毎
月
１
日
号
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。

☆
詳
し
く
は
、オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン・

人
権
担
当
へ
。
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果
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オ
ン
ブ
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パ
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ソ
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と
は

苦
情
に
関
す
る
相
談
は
オ
ン
ブ

ズ
パ
ー
ソ
ン
相
談
へ


